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５.電子データ（正本含む）を選択した場合，特別徴収税額通知（特別徴収義務者用および納税義務者用）は電子データのみの送信となり，書面による通知書は
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 ＠

６.書面（正本含む）を選択した場合，特別徴収税額通知（特別徴収義務者用および納税義務者用）は書面による通知のみ送付し，電子データは送信できません。
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には，フリガナを付けてください。

 たは持参）して下さい。

２.函館市では毎年１回，５月に一斉に送付する特別徴収税額決定通知（特別徴収義務者用および納税義務者用）を電子データで送信しており，年度の途中におい

１.ｅＬＴＡＸで給与支払報告書提出時に指定した「特別徴収税額通知受取方法」「通知先メールアドレス」を変更する場合，この申出書を提出して下さい。

３.年度１回目の特別徴収税額決定通知（５月発送予定）の受取方法を変更したい場合は，４月１５日（休日の場合は翌開庁日）までに到着するよう提出（

４.各月の特別徴収税額変更通知（各月末発送予定）の受取方法を変更したい場合は，各月２０日（休日の場合は翌開庁日）までに到着するよう提出（郵送ま

 ては，特別徴収税額変更通知（特別徴収義務者用および納税義務者用）のみ電子データでの送信に対応しております。

 郵送または持参）して下さい。
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